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【 資 料 第 １ 号 】  

都市計画部建築指導課 
 

 

文京区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

の一部を改正する条例について 
 

１ 改正のあらまし 

都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規

定による東京都市計画地区計画が変更されたため、文京区地区計画の区域内における建築物の

制限に関する条例(平成5年6月文京区条例第27号。以下「条例」という。)の一部を改正する条

例の規定を整備する。 

 

２ 改正の概要 

(１) 後楽二丁目地区地区計画の都市計画決定による別表第一の改正及び別表第二に 「後楽二

丁目南地区」を追加 

(２)建築基準法、建築基準法施行令、都市計画法及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律の改正に伴う条文及び各別表の文言の整理 

 

３ 新旧対照表 

文京区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 新旧対照表 

改正後（案） 現行 

文京区地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例 

文京区地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例 

平成五年六月十五日 平成五年六月十五日 

条例第二十七号 条例第二十七号 

令和○年○月○日 条例第○号  

  

第一条から第四条まで （略） 第一条から第四条まで （略） 

  

（建築物の容積率の最高限度） （建築物の容積率の最高限度） 

第五条 建築物の容積率(法第五十二条第一項

に規定する容積率をいう。以下同じ。)は、別表

第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞ

れ同表イ欄に掲げる数値以下でなければなら

ない。 

第五条 建築物の容積率は、別表第二に掲げる

計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に

掲げる数値以下でなければならない。 

２ 前項に規定する容積率を算定する際の建築

物の延べ面積には、法第五十二条第三項及び

第六項並びに建築基準法施行令（昭和二十五

年政令第三百三十八号）第二条第一項第四号

ただし書及び同条第三項の規定により延べ面

積に算入しないものとされた部分の床面積並

びに当該計画地区が属する地区整備計画を定

めた地区計画において延べ面積に算入しない

旨を定めた部分の床面積は、算入しない。 

（新設） 

３ 別表第二イ欄において、都市計画法第十二

条の六の規定により、地区整備計画に区域の

２ 別表第二イ欄において、都市計画法第十二

条の六の規定により、地区整備計画に区域の
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特性に応じた容積率の最高限度（以下「目標容

積率」という。）及び区域内の公共施設の整備

の状況に応じた容積率の最高限度（以下「暫定

容積率」という。）を設定している場合におい

て、法第六十八条の四の規定により認定を受

けたときは、暫定容積率は適用しない。 

特性に応じた容積率の最高限度（以下「目標容

積率」という。）及び区域内の公共施設の整備

の状況に応じた容積率の最高限度（以下「暫定

容積率」という。）を設定している場合におい

て、法第六十八条の四の規定により認定を受

けたときは、暫定容積率は適用しない。 

（削除） ３ 第一項に規定する容積率を算出する際の延

べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車

又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘

導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自

動車車庫等」という。）の用途に供する部分の

床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面

積の合計（同一敷地内に二以上の建築物があ

る場合においては、それらの建築物の各階の床

面積の合計の和）の五分の一を限度として算入

しない。 

（削除） ４ 第一項に規定する容積率を算出する際の延

べ面積には、建築物の地階でその天井が法第

五十二条第三項に規定する地盤面からの高さ

一メートル以下にあるものの住宅の用途に供す

る部分の床面積（当該床面積が当該建築物の

住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三

分の一を超える場合においては、当該建築物

の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の

三分の一）は、算入しない。 

（削除） ５ 第一項に規定する容積率を算出する際の延

べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段

の用に供する床面積は、算入しない。 

  

第六条（略） 第六条（略） 

  

（建築物の建蔽率の最高限度） （建築物の建ぺい率の最高限度） 

第七条 建築物の建蔽率は、別表第二に掲げる

計画地区の区分に応じ、それぞれ同表エ欄に

掲げる数値以下でなければならない。 

第七条 建築物の建ぺい率は、別表第二に掲げ

る計画地区の区分に応じ、それぞれ同表エ欄

に掲げる数値以下でなければならない。 

  

 （建築物の敷地面積の最低限度）  

第八条 第１項及び第２項（略） 第八条 第１項及び第２項（略） 

３ 第一項の規定は、法第八十六条の九第一項

各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地

面積の減少により、当該事業の施行の際現に

建築物の敷地として使用されている土地で第

一項の規定に適合しないこととなるもの又は当

該事業の施行の際現に存する所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地として使用する

ならば同項の規定に適合しないこととなる土地

については、その全部を一の敷地として使用す

（新設） 
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る場合においては、適用しない。ただし、次の各

号のいずれかに該当する場合は、この限りでな

い。 

一 法第八十六条の九第一項各号に掲げる事

業の施行により建築物の敷地面積が減少した

際、当該敷地面積の減少がなくとも第一項の

規定に違反していた建築物の敷地又は所有

権その他の権利に基づいて建築物の敷地とし

て使用するならば同項の規定に違反すること

となった土地 

二 第一項の規定に適合するに至った建築物

の敷地又は所有権その他の権利に基づいて

建築物の敷地として使用するならば同項の規

定に適合することとなるに至った土地 

  

第八条の二から第十二条まで(略) 第八条の二から第十二条まで(略) 

  

（垣又は柵の構造の制限） （垣又はさくの構造の制限） 

第十三条 垣又は柵（門柱その他これらに類す

るものを除く。以下同じ。）の構造は、別表第二

に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同

表サ欄に掲げるもの以外のものとしてはならな

い。 

第十三条 垣又はさく（門柱その他これらに類す

るものを除く。）の構造は、別表第二に掲げる計

画地区の区分に応じ、それぞれ同表サ欄に掲

げるもの以外のものとしてはならない。 

  

第十四条から第十六条まで（略） 第十四条から第十六条まで（略） 

  

（既存の建築物に対する制限の緩和） （既存の建築物に対する制限の緩和） 

第十七条 法第三条第二項（法第八十六条の九

第一項において準用する場合を含む。以下同

じ。）の規定により第四条の規定の適用を受け

ない建築物について、次の各号に掲げる範囲

内において増築又は改築をする場合において

は、法第三条第三項第三号及び第四号の規定

にかかわらず、第四条の規定は適用しない。 

第十七条 法第三条第二項の規定により第四条

の規定の適用を受けない建築物について、次

の各号に掲げる範囲内において増築又は改築

をする場合においては、法第三条第三項第三

号及び第四号の規定にかかわらず、第四条の

規定は適用しない。 

一 増築又は改築が基準時（法第三条第二項

の規定により第四条の規定の適用を受けない

建築物について、法第三条第二項の規定によ

り引き続き第四条の規定（同条の規定が改正

された場合においては改正前の規定を含む。）

の適用を受けない期間の始期をいう。以下こ

の項において同じ。）における敷地内における

ものであり、かつ、増築又は改築後における延

べ面積及び建築面積が基準時における敷地

面積に対してそれぞれ法第五十二条第一項

から第四項まで及び第六項から第九項まで、

法第五十三条並びに第五条第一項及び第七

条の規定に適合すること。 

一 増築又は改築が基準時（法第三条第二項

の規定により第四条の規定の適用を受けない

建築物について、法第三条第二項の規定によ

り引き続き第四条の規定（同条の規定が改正

された場合においては改正前の規定を含

む。）の適用を受けない期間の始期をいう。以

下本項において同じ。）における敷地内におけ

るものであり、かつ、増築又は改築後における

延べ面積及び建築面積が基準時における敷

地面積に対してそれぞれ法第五十二条第一

項から第四項まで及び第六項から第九項ま

で、法第五十三条並びに第五条第一項及び

第七条の規定に適合すること。 
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二 増築後の床面積の合計が基準時における

床面積の合計の一・二倍を超えないこと。 

二 増築後の床面積の合計が基準時における

床面積の合計の一・二倍を超えないこと。 

三 増築後の第四条の規定に適合しない用途

に供する建築物の部分の床面積の合計が基

準時におけるその部分の床面積の合計の一・

二倍を超えないこと。 

三 増築後の第四条の規定に適合しない用途

に供する建築物の部分の床面積の合計が基

準時におけるその部分の床面積の合計の一・

二倍を超えないこと。 

四 第四条の規定に適合しない事由が原動機

の出力、機械の台数又は容器等の容量による

場合においては、増築後のそれらの出力、台

数又は容量の合計が基準時におけるそれらの

出力、台数又は容量の合計の一・二倍を超え

ないこと。 

四 第四条の規定に適合しない事由が原動機

の出力、機械の台数又は容器等の容量による

場合においては、増築後のそれらの出力、台

数又は容量の合計が基準時におけるそれらの

出力、台数又は容量の合計の一・二倍を超え

ないこと。 

２ 法第三条第二項の規定により第五条第一項

の規定の適用を受けない建築物について、次

の各号に掲げる範囲内において増築又は改築

をする場合においては、法第三条第三項第三

号及び第四号の規定にかかわらず、第五条第

一項の規定は適用しない。 

２ 法第三条第二項の規定により第五条第一項

の規定の適用を受けない建築物について、次

の各号に掲げる範囲内において増築又は改築

をする場合においては、法第三条第三項第三

号及び第四号の規定にかかわらず、第五条第

一項の規定は適用しない。 

一 増築又は改築に係る部分が増築又は改築

後に自動車車庫その他の専ら自動車又は自

転車の停留又は駐車のための施設（誘導車

路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動

車車庫等」という。）の用途に供すること。 

一 増築又は改築に係る部分が増築又は改築

後に自動車車庫等の用途に供すること。 

二 増築前における自動車車庫等の用途に供

しない部分の床面積の合計が基準時（法第三

条第二項の規定により第五条第一項の規定

の適用を受けない建築物について、法第三条

第二項の規定により引き続き第五条第一項の

規定（同項の規定が改正された場合において

は改正前の規定を含む。）の適用を受けない

期間の始期をいう。次号において同じ。）にお

ける自動車車庫等の用途に供しない部分の床

面積の合計を超えないこと。 

二 増築前における自動車車庫等の用途に供

しない部分の床面積の合計が基準時（法第三

条第二項の規定により第五条第一項の規定

の適用を受けない建築物について、法第三条

第二項の規定により引き続き第五条第一項の

規定（同項の規定が改正された場合において

は改正前の規定を含む。）の適用を受けない

期間の始期をいう。次号において同じ。）にお

ける自動車車庫等の用途に供しない部分の床

面積の合計を超えないこと。 

三 増築又は改築後における自動車車庫等の

用途に供する部分の床面積の合計が増築又

は改築後における当該建築物の床面積の合

計の五分の一（改築の場合において、基準時

における自動車車庫等の用途に供する部分の

床面積の合計が基準時における当該建築物

の床面積の合計の五分の一を超えているとき

は、基準時における自動車車庫等の用途に供

する部分の床面積の合計）を超えないこと。 

三 増築又は改築後における自動車車庫等の

用途に供する部分の床面積の合計が増築又

は改築後における当該建築物の床面積の合

計の五分の一（改築の場合において、基準時

における自動車車庫等の用途に供する部分の

床面積の合計が基準時における当該建築物

の床面積の合計の五分の一を超えているとき

は、基準時における自動車車庫等の用途に供

する部分の床面積の合計）を超えないこと。 

3 （略） 3 （略） 

  

第十八条から第二十条まで（略） 第十八条から第二十条まで（略） 

  

  付 則  
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この条例は、公布の日から施行する。  

  

別表第一（第二条関係） 別表第一（第二条関係） 

名称 区域 

後楽二丁目

地区地区計

画 

都市計画法第二十条第一項の

規定により告示された東京都市

計画後楽二丁目地区地区計画

（令和八年三月東京都告示第

二百二十六号）のうち、地区整

備計画が定められた区域 

茗荷谷駅前

地区地区計

画 

（略） 

春日・後楽園

駅前地区地

区計画 

（略） 

 

名称 区域 

後楽二丁目

地区地区計

画 

都市計画法第二十条第一項の

規定により告示された東京都市

計画後楽二丁目地区地区計画

（平成十六年八月東京都告示

第千二百八十七号）のうち、地

区整備計画が定められた区域 

茗荷谷駅前

地区地区計

画 

（略） 

春日・後楽園

駅前地区地

区計画 

（略） 

 

  

別表第二（第四条―第十三条関係） 別表第二（第四条―第十三条関係） 

１ 後楽二丁目地区地区計画 １ 後楽二丁目地区地区計画 

計画地区 後楽二

丁目東

地区 

後楽二

丁目西

地区 

後楽二丁

目南地区 

ア 建築し

てはな

らない

建築物 

 

 

 

 

 

 

  

商業・業務施設

（風俗営業等の規

制及び業務の適正

化等に関する法律

（昭和二十三年法

律第百二十二号。

以下「風営法」とい

う。）第二条第一項

及び第六項に規定

する営業に係るも

のを除く。）、住宅

施設、工場及びこ

れらに附属する施

設以外の用途に供

する建築物 

風営法第

二条第六

項から第十

項までに規

定する営業

の用に供す

る建築物   

イ 建築物

の容積

率の最

高限度 

 

 

 

 

 

  

    十分の百十

五。ただし、

共同住宅の

用途に供す

る部分の延

べ面積の敷

地面積に対

する割合

は、十分の

二・三以上 

計画地区 後楽二

丁目東

地区  

後楽二

丁目西

地区  

ア 建築し

てはな

らない

建築物 

商業・業務施設

（風俗営業等の規

制及び業務の適正

化等に関する法律

（昭和二十三年法

律第百二十二号）

第二条第一項各

号又は第六項各号

のいずれかに該当

する営業に係るも

のを除く。）、住宅

施設、工場及びこ

れらに附属する施

設以外の用途に供

する建築物  
イ 建築物

の容積

率の最

高限度 
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  としなけれ

ばならな

い。 

ウ 建築物

の容積

率の最

低限度 

 

  

    十分の三

十。ただし、

道路内の建

築物につい

ては、この

限りでな

い 。 

エ 建築物

の建蔽

率の最

高限度 

  

    十分の八  

オ 建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

 

  

    五百平方メ

ートル 。た

だし、道路

内の建築物

について

は、この限

りでない 

カ 建築物

の建築

面積の

最低限

度 

 

  

  二百平

方メート

ル 

二百平方メ

ートル。た

だし、道路

内の建築物

について

は、この限

りでない。  

キ 壁面の

位置の

制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画図に示す壁面

の位置の数値。た

だし、公共用歩廊、

広場の利便性を確

保するための施設

及びこれに類する

もの又は交通上、

安全上、衛生上そ

の他周辺の環境を

害するおそれのな

いものとして区長

が許可したものに

ついては、この限り

でない。 

計画図に示

す壁面の位

置の数

値。 ただ

し、次に掲

げるものに

ついては、

この限りで

ない。  

一 円滑な

交通ネット

ワークの形

成に資する

歩行者デッ

キ、階段、

エレベータ

ー、エスカ

レーター及 

    

 

 

ウ 建築物

の容積

率の最

低限度 

 

  

    

 

 

 

 

 

  
エ 建築物

の建ぺ

い率の

最高限

度  

    

オ 建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

 

  

    

カ 建築物

の建築

面積の

最低限

度 

 

  

  二百平

方メート

ル 

キ 壁面の

位置の

制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画図に示す壁面

の位置の数値。た

だし、公共用歩廊、

広場の利便性を確

保するための施設

及びこれに類する

もの又は交通上、

安全上、衛生上そ

の他周辺の環境を

害するおそれのな

いものとして区長

が許可したものに

ついては、この限り

でない。 



7 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 びこれらに

設置される

屋根、ひさ

し、柱その

他これらに

類するもの 

二 歩行者

の安全性や

快適性を確

保するため

に設けるひ

さしその他

これらに類

するもの 

三 公益上

必要なもの

で、交通

上、安全

上、衛生上

その他周辺

の環境を害

するおそれ

のないも

の   

ク 建築物

の高さ

の最高

限度 

七十メ

ートル 

百五十

五メート

ル 

百七十メー

トル 

ケ 建築物

の高さ

の最低

限度 

      

コ 建築物

の形態

又は意

匠の制

限 

      

サ 垣又は

柵の構

造の制

限 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 建築物

の高さ

の最高

限度 

七十メ

ートル 

百五十

五メート

ル 

ケ 建築物

の高さ

の最低

限度 

    

コ 建築物

の形態

又は意

匠の制

限 

    

サ 垣又は

さくの

構造の

制限 

    

 

備考 この表において「計画図」とは、都市計画

法第十四条第一項に規定する計画図をいう。 

備考 この表において「計画図」とは、都市計画

法第十四条第一項に規定する計画図をいう。 
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２ 茗荷谷駅前地区地区計画 ２ 茗荷谷駅前地区地区計画 

計画地区 駅前拠点地区 教育施設

地区 

アからウまで （略） 

エ 建築物の建

蔽率の最高

限度 

 

 

 

  

十分の八。  

ただし、建築

基準法第五十

三条第六項の

規定を適用す

る建築物につ

いては、この

限りでない。  

  

オからコまで （略）  

サ 垣又は柵の

構造の制限  

    

 

計画地区 駅前拠点地

区  

教育施設

地区 

アからウまで （略） 

エ 建築物の建

ぺい率の最

高限度 

  

 

  

十分の八。  

ただし、建築

基準法第五十

三条第五項の

規定を適用す

る建築物につ

いては、この

限りでない。  

  

オからコまで （略）  

サ 垣又はさくの

構造の制限  

    

 

備考 （略） 備考 （略） 

  

３ 春日・後楽園駅前地区地区計画 ３ 春日・後楽園駅前地区地区計画 

計画地区 春日・後楽園駅前地区 

ア 建築して

はならな

い建築物  

風営法第二条第六項に規定す

る営業の用途に供する建築物 

 

  
イからウまで （略）  

エ 建築物の

建蔽率の

最高限度 

  

  

オからコまで （略）   

サ 垣又は柵

の構造の

制限  

  

 

計画地区 春日・後楽園駅前地区 

ア 建築して

はならな

い建築物  

風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律第二

条第六項各号に掲げる風俗関

連営業の用途に供する建築物 

イからウまで （略）   

エ 建築物の

建ぺい率

の最高限

度 

  

オからコまで （略）  

サ 垣又はさ

くの構造

の制限  

  

 

備考 （略） 備考 （略） 

 


